
証券コード：9876

第51期 定時株主総会

招集ご通知
2023年3月1日から2024年2月29日まで

日時：2024年5月24日（金曜日）
　　 午前 9 時 受付開始
　　 午前10時 開会
場所：東京都千代田区神田練塀町3
　　 富士ソフトアキバプラザ5階
　　 アキバホール

開催情報

一人ひとりの笑顔が咲く
未来のくらしを創造する

イオングループ未来ビジョン
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株主の皆さまへ
東京都中央区日本橋浜町一丁目２番１号

代表取締役社長 三 　 宅 　 英 　 木
第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆さまには、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
　さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェ
ブサイトに「第51期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
　　当社ウェブサイト
　　　https://www.cox-online.co.jp/ir/shareholder/meeting.html
　また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますの
で以下の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コー
ドを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえご確認ください。
　　東京証券取引所ウェブサイト
　　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　なお、当日のご出席に代えて、郵送またはインターネットによって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検
討いただき、2024年５月23日（木）午後６時までに議決権をご行使いただきたくお願い
申し上げます。

敬　具
記

1. 日　　　　時 2024年５月24日（金曜日）午前10時
2. 場　　　　所 東京都千代田区神田練塀町３

富士ソフトアキバプラザ　５階　アキバホール
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1.　 第51期（2023年３月１日から2024年２月29日まで）事業報告の

内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

2.　 第51期（2023年３月１日から2024年２月29日まで）計算書類の
内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案　�取締役６名選任の件
第２号議案　�監査役１名選任の件

以　上

証券コード9876 
2024年５月９日

（電子提供措置の開始日　2024年５月２日）
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◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。 

◎ 書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基
づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、
監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

　・連結計算書類の連結注記表
　・計算書類の個別注記表
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ

ていただきます。
◎ 本株主総会ご出席の株主さまへのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承いた

だきますようお願い申し上げます。
◎ 2016年１月から社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーの利用が開始され

ております。株式等の税務関係の手続きでもマイナンバーが必要となりますので、株主さまの
マイナンバーにつきましては、お取引の証券会社等へお届けください。証券会社とのお取引が
ない株主さまは、三井住友信託銀行株式会社にお申出くださいますようお願い申し上げます。

第51期定時株主総会招集ご通知
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議決権行使のご案内

議決権行使には以下の3つの方法がございます｡

株主総会にご出席される場合

日時 2024年5月24日（金曜日）午前10時

会場 東京都千代田区神田練塀町３ 富士ソフトアキバプラザ ５階 アキバホール

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

■インターネットと郵送の両方で議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。
また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合、最後に行われたものを有効とします。

インターネット等で議決権を行使される場合

議決権行使サイトで議案に対する賛否を
ご入力いただき､ ご送信ください。

2024年5月23日（木曜日）
午後6時入力完了まで

行使
期限

郵送で議決権をご行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、ご返送ください｡ 
議決権行使書面において、議案に賛否の
表示がない場合は、賛成の意思表示をされ
たものとして取り扱わせていただきます。

2024年5月23日（木曜日）
午後6時到着分まで

行使
期限

スマートフォンからQR
コードⓇを読み取ること
で、議決権を簡単にご
行使いただけます。

― 3 ― ― 4 ―
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https://www.web54.net

 以降は画面の案内に従って賛否をご登録ください。

インターネットによる議決権行使

◆「スマート行使」によるご行使◆ ◆ 議決権行使コード・
パスワード入力によるご行使

◆

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行
使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブ
レット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

「次へすすむ」を
クリック

「ログイン」を
クリック

「登録」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」
ボタンを押して完了です。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけな

い場合があります。

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

議決権行使ウェブサイトへアクセスする

 ログインする

 パスワードを入力する

 議決権行使ウェブサイトを開く

各議案について個別に指示
する

全ての会社提案議案
について「賛成」する

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み
取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」を
ご入力いただく必要があります（パソコンから議決権行使ウェブサイト 
https://www.web54.net へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

3B

3A
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株主総会参考書類

議案及び参考事項�

　取締役　三宅英木氏、山岡良司氏、福崎晴康氏、三浦隆司氏、若林泰氏、湯澤美和氏の６
名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 
　つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの継続的な強化を図る
ため、取締役６名（内 社外取締役２名）の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

1 三み 宅
やけ

 英
ひで

木
き

　
生年月日 1969年 ４ 月19日（55歳） 所有する当社の株式数 1,852株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況 

1992年 ４ 月 丸紅㈱入社
2011年 ９ 月 ㈱フリーズインターナショナル取締役
2012年 ３ 月 ㈱サンエー・インターナショナル執行役員
2014年 ７ 月 ㈱オンワード樫山 クリエイティブオフィサー
2018年 ２ 月 イトキン㈱副社長執行役員
2021年 ５ 月 当社代表取締役社長（現任）
2021年 ９ 月 当社デジタル推進本部長（現任）

取締役候補者の
選任理由

三宅英木氏は、㈱フリーズインターナショナル取締役、㈱サンエー・インターナショナル
執行役員、㈱オンワード樫山 クリエイティブオフィサー、イトキン㈱副社長執行役員等の
実績により、多様な価値観の下での企業経営や事業再生の分野における豊富な経験と実績
を有し、これらに基づく多角的な視点での変革力は当社の経営に不可欠であり、当社の企
業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いす
るものです。

特別な利害関係 三宅英木氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

再任

第１号議案　取締役６名選任の件
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2 山やま

岡
おか

 良
りょう

司
じ

生年月日 1962年 ８ 月14日（61歳） 所有する当社の株式数 13,228株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況 

1985年 ４ 月 ㈱タカキュー入社
1996年 ３ 月 ㈱メルスチーフバイヤー
1998年 ７ 月 同社　関東中央地区地区長
2004年 ２ 月 ㈱ブルーグラス店舗開発課長
2010年 ８ 月 当社店舗開発部開発担当
2014年 ２ 月 当社店舗開発部長
2020年 ４ 月 当社営業本部長 兼 店舗開発部長
2020年 ５ 月 当社取締役営業本部長 兼 店舗開発部長
2021年 ２ 月 当社取締役営業本部長
2022年 ３ 月 当社取締役販売・店舗開発管掌（現任）

取締役候補者の
選任理由

山岡良司氏は、専門店事業会社及び当社において、店舗開発部長、営業本部長等の豊富な
経験と実績を有し、店舗運営や出店交渉等に関する幅広いネットワークと知見は、当社の
経営にとって不可欠であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするもの
です。

特別な利害関係 山岡良司氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

再任

3 福ふく

崎
ざき

 晴
はる

康
やす

　
生年月日 1963年 12月14日（60歳） 所有する当社の株式数 3,452株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況 

1986年 ３ 月 当社入社
2011年10月 当社ikka事業部長
2014年 ２ 月 当社事業サポート部長
2015年 ５ 月 当社マーケティング部長
2019年 ３ 月 当社商品開発部長
2020年 １ 月 当社生産・調達部長
2020年 ５ 月 当社商品本部長
2021年 ５ 月 当社取締役商品本部長
2022年 ３ 月 当社取締役商品・事業開発管掌（現任）

取締役候補者の
選任理由

福崎晴康氏は、ikka事業部長、マーケティング部長、商品開発部長、商品本部長等の経験
と実績により、商品戦略における高い能力と専門性を有しており、これらの幅広い知見と
リーダーシップは、当社の経営に必要不可欠であると判断し、引き続き取締役候補者とし
て選任をお願いするものです。

特別な利害関係 福崎晴康氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

再任
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4 三み 浦
うら

 隆
たか

司
し

　
生年月日 1962年 ９ 月29日（61歳） 所有する当社の株式数 0株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況 

1985年 ３ 月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
1996年 ３ 月 タルボットジャパン㈱商品部長
2002年 ２ 月 同社営業本部長
2003年 ５ 月 同社専務取締役営業本部長
2006年 ３ 月 広東ジャスコ 社長
2012年 ３ 月 イオンリテール㈱取締役 兼 専務執行役員　 

ＧＭＳ改革・専門店化推進担当
2013年 ３ 月 同社取締役 兼 常務執行役員 衣料商品企画本部長
2017年 ３ 月 同社執行役員商品企画本部長
2018年 ３ 月 トップバリュコレクション㈱専務取締役
2019年 ３ 月 同社代表取締役社長
2023年 ３ 月 イオン㈱専門店担当責任者（現任）
2023年 ５ 月 当社取締役（現任）
2023年 ５ 月 ㈱ジーフット取締役（現任）
2023年 ５ 月 メガペトロ㈱取締役（現任）
2023年 ５ 月 ㈱メガスポーツ取締役
2024年 ３ 月 ㈱メガスポーツ代表取締役社長（現任）

取締役候補者の
選任理由

三浦隆司氏は企業経営とりわけアパレル専門店事業において、豊富な経験と実績、高い見
識を有しており、幅広い視野と高い視座を活かして事業執行の監督に尽力いただけるもの
と考えております。
これらの経験・見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、引き続き取締役候補
者として選任をお願いするものです。

特別な利害関係 三浦隆司氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

再任
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5 若わかばやし

林 　泰
やすし

生年月日 1953年 ６ 月25日（70歳） 所有する当社の株式数 0株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況 

1976年 ４ 月 三菱商事㈱入社
2000年 １ 月 同社・ブラジル三菱商事ＣＦＯ
2011年 ６ 月 ㈱日本ケアサプライ常勤監査役
2013年 ７ 月 ㈱ポイント（現㈱アダストリア）専務執行役員
2015年 ６ 月 ㈱ヴィジオ代表取締役（現任）
2016年 ５ 月 当社社外取締役（現任）
2019年 ４ 月 AFSコーポレーション㈱社外監査役（現任）
2020年 ３ 月 アリアンツ生命保険㈱社外監査役
2020年 ５ 月 イオン・アリアンツ生命保険㈱社外監査役（現任）

社外取締役候補者の
選任理由及び

期待される役割

若林泰氏は、長年の財務経理部門の経験に加えて高い倫理観・公正性などの人的要素を備
え、三菱商事㈱、㈱日本ケアサプライ、㈱ポイント（現㈱アダストリア）において要職を
歴任し、特に一般消費者を顧客とする事業会社での経営経験も豊富であり、これまで培わ
れたノウハウ、知見を活かし取締役会においては、主に経営的視点から業務執行の監督に
尽力いただいております。
また、当社の指名・報酬委員会等における積極的な提言や助言を通じて、コーポレートガ
バナンス向上への貢献を期待して社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

特別な利害関係 若林泰氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

再任 社外取締役候補者 独立役員
候補者
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6 湯
ゆ ざ わ

澤 美
み か

和　
生年月日 1964年12月10日（59歳） 所有する当社の株式数 0株

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況 

1990年 ４ 月 ㈱資生堂入社
1993年10月 LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン㈱入社
2002年 ７ 月 日産自動車㈱入社
2008年 ４ 月 アデコ㈱経営監査室長
2016年 ５ 月 当社社外取締役（現任）
2019年10月 ㈱AWA（エイ・ダヴリュー・エイ）代表取締役（現任）
2019年10月 ハンタージャパン㈱VP Finance & Operations APAC（現任）

社外取締役候補者の
選任理由及び

期待される役割

湯澤美和氏は、国内海外両方の経営スタイルの経験に加えて、高い倫理観・公正性などの
人的要素を備え、国内外の上場企業における各種プロジェクトへの参画において財務管理、
資金管理、サプライチェーン統合、内部監査業務等の豊富な経験と知見を有し、特にダイ
バーシティ経営の推進及びガバナンス強化の観点から貢献いただいております。
また、当社の指名・報酬委員会等における積極的な提言や助言を通じて、コーポレートガ
バナンス向上への貢献を期待して社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

特別な利害関係 湯澤美和氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

再任 独立役員
候補者社外取締役候補者

（注） 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2.  イオン㈱は当社の親会社であります。
 3.  三浦隆司氏の現在および過去10年間の親会社および同社の子会社における地位および担当は、上記に記載のと

おりであります。
 4.  若林泰氏および湯澤美和氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり、両氏が

選任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出を継続する予定でありま
す。

 5.  若林泰氏および湯澤美和氏が選任された場合、当社は、各氏との間で会社法第423条第１項の責任において、
当社の定款第28条に基づき、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を継続する予定であります。

 6.  若林泰氏及び湯澤美和氏の当社社外取締役の就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって８年となりま
す。

 7.  当社の親会社であるイオン㈱は、保険会社との間で、複数のグループ会社の役員全員を被保険者として、会社
法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社はその１社として保険料の一
部を応分負担しております。今後、当該契約は継続、更新される予定であり、各候補者が取締役に選任され就
任した場合は、当該契約の被保険者となります。  
当該契約は、第三者及び当社に対する取締役・監査役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる
損害賠償金・争訟費用等に関する損害を塡補の対象としており、故意または重過失に起因する場合は塡補され
ません。
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（注） 1. 森岡裕文氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2.  当社の親会社であるイオン㈱は、保険会社との間で、複数のグループ会社の役員全員を被保険者として、会社

法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社はその１社として保険料の一
部を応分負担しております。今後、当該契約は継続、更新される予定であり、候補者が監査役に選任され就任
した場合は、当該契約の被保険者となります。

   当該契約は、第三者及び当社に対する取締役・監査役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる
損害賠償金・争訟費用等に関する損害を塡補の対象としており、故意又は重過失に起因する場合は塡補されま
せん。

 以　上

　監査役 米満昭弘氏は本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査役１
名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

森
もりおか

岡 裕
ひろふみ

文
生年月日 1972年11月18日（51歳） 所有する当社の株式数 0株

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

2008年 ９ 月 イオンリテール㈱入社
2008年 ９ 月 イオン㈱経理部
2016年 ４ 月 同社　単体経理部マネージャー
2018年 ２ 月 同社　経理部マネージャー
2020年 ９ 月 同社　新経営管理プロジェクトチーム
2022年 ３ 月 同社　経理部マネージャー（現任）

監査役候補者の
選定理由

森岡裕文氏は、当社の親会社において、経理分野での豊富な経験と高い見識を有しており、
それらはコーポレートガバナンスに必要不可欠なものであり、当社の経営の監督機能強化
に貢献いただくことを期待し、監査役候補者として選任をお願いするものです。

特別な利害関係 森岡裕文氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。

新任

第２号議案　監査役１名選任の件
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１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当連結会計年度の事業の状況

当期の連結業績は、売上高148億85百万円（前年同期比100.2％）、営業利益11億99百万円
（前年同期比280.8％）、経常利益13億96百万円（前年同期比330.9％）、固定資産の減損損失等
による特別損失を４百万円計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は11億42百万円

（前年同期比549.4％）となりました。
また、国内事業単体業績は、売上高148億77百万円（前年同期比100.2％）、営業利益11億94

百万円（前年同期比282.9％）、経常利益13億95百万円（前年同期比325.4％）、当期純利益は
11億45百万円（前年同期比533.4％）となりました。

当連結会計年度（2023年３月１日～2024年２月29日）におけるわが国の経済は，新型コロ
ナウイルス感染症の５類への移行に伴い社会経済活動が正常化するなど、 緩やかな回復基調
にありました。一方、 原材料価格の高騰や円安による物価上昇が進むなど、その先行きに不
透明な状況も続いております。

当アパレル・ファッション業界におきましても、制限の緩和を受け人流の回復がみられる
ものの、原材料高や円安に加え、残暑の長期化や暖冬の影響を受けたほか、物価上昇による
消費マインドの低下懸念が潜在するなど厳しい経営環境となりました。

当社は、このような厳しい環境下にあって、『Beautiful Life Innovator（新生活提案企業）
への進化』を実現するため、重点施策として掲げている「ブランド力強化・MD改革による
荒利率の改善」「EC運営改善・DtoC強化によるEC売上の拡大」「売り方改革・売場改革によ
る店舗売上の回復」に継続して取り組んで参りました。

「ブランド力強化・MD改革による荒利率の改善」においては、正価商品販売ピーク時期に
おけるブランド発信強化・売上拡大策として雑誌タイアップ販促企画を５回実施（３月・４
月・５月・10月・11月）いたしました。その結果、既存店売上高前年比は102.2％まで伸長い
たしました。

また、ikkaブランドのリニューアル推進の継続については、当連結会計年度において合計
23店舗実施いたしました。この結果、「ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STORE」へ
のリニューアル完了店舗数は63店舗となりました。今後も改装完了店舗の実績状況を分析し、
改装店舗を拡大して参ります。

MD改革におきましては、販売面では、バーゲン時期の値引き抑制、催事・EC等でのキャ
リー商品の丁寧な活用を推進するとともに、商品面では、為替リスク対策を講じながら、中
国並びにアセアン地域からの商品調達拡大による仕入原価の低減を図り、売上総利益率は4.9
ポイントの改善となりました。

（ ）2023年３月１日から
2024年２月29日まで

事 　 業 　 報 　 告
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「EC運営改善・DtoC強化によるEC売上の拡大」においては、自社ECサイトにおきまして
は、利便性改善策として会員登録のフローを見直し、店頭での会員獲得強化に努めました。
DtoC強化では専門人材の確保・育成に継続して取り組み、notch.ブランドにおいて、販売が
好調に推移しているインフルエンサーとのコラボ商品を拡大いたしました。その結果、EC
売上高前年比は106.2％まで伸長いたしました。
「売り方改革・売場改革による店舗売上の回復」においては、再来店クーポン販促の拡充

と２段什器の投入に続き、接客売上の強化のための店頭での販売教育プログラムをスタート
いたしました。また、お客さまに入店していただきやすくなるよう、店頭の照度改善なども
実施いたしました。

⑵　SDGs（持続可能な開発目標）に対する取り組み
当社は、2018年10月よりSDGs委員会を立上げ、世界で解決しなければならない課題に対

して、私たちができることを一企業として３つの「つくる」を軸に活動しています。
①　ちいきづくり

「ちいきづくり」として、地域の発展・コミュニティの形成に貢献するため、災害等の
緊急支援募金活動や、街のクリーンアップ活動など地域活動への参加や、全国各都道府県
への出店による人材採用などを行っております。当連結会計年度においては、年間300名
を超える新規採用を実現しました。

②　ものづくり
「ものづくり」として、廃棄量の削減に貢献するため、生産量の適正化や在庫消化販売

体制の強化を行っております。また、サスティナブルな商品開発を進め、CO2削減に貢献
するため、自然由来素材・再生素材の積極的使用や環境に配慮した副資材の使用推進、配
送回収の低減などを行っております。当連結会計年度においては、100％リサイクル原料
によるポリエステル袋の使用を開始しました。

③　ひとづくり
「ひとづくり」として、働きやすい環境を促進するため、女性管理職やイクボスの育成

を進めるとともに、パートナー従業員の活躍を社内で評価し、表彰する制度を開始いたし
ました。また、多様性を尊重し、LGBTQへの理解を深める啓蒙活動を継続的に実施する
とともに、障がい者や外国人の雇用も積極的に行っております。女性管理職の割合は店長
を含めて前年比0.2ポイント、マネージャークラス以上では3.6ポイント増加しました。

⑶　設備投資及び資金調達についての状況
当連結会計年度の設備投資は、26店舗の店舗活性化を実施しました。この結果、当連結会

計年度の設備投資総額は43百万円となり、自己資金をもって充当いたしました。
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⑷　財産及び損益の状況の推移

区　　　　　　分
連　　　結

第 48 期
（2020年度）

第 49 期
（2021年度）

第 50 期
（2022年度）

第 51 期
（2023年度）

売 上 高（千円） 16,309,939 13,276,374 14,859,037 14,885,916
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）（千円） △594,794 △832,531 421,956 1,396,424

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） 549,106 △1,370,927 207,888 1,142,210

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）（ 円 ） 19.89 △49.65 7.53 41.35

総 資 産 額（千円） 12,698,007 9,454,838 10,209,619 11,833,257
純 資 産 額（千円） 7,393,935 5,933,275 6,264,947 7,612,563
１ 株 当 た り 純 資 産 額（ 円 ） 267.66 214.76 226.78 275.47
（注）  １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は期中平均発行済株式数により算出しております。

⑸　対処すべき課題
2025年２月期においては、経済活動の持ち直しがみられる一方で、新型コロナウイルス流

行以降の変則的な景気に加え、慢性的な人手不足の状態が続いております。海外経済におい
ては、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や各地での内戦、自然災害など多くの課題が現存し
ています。そうした国内外の諸問題に伴う資源・材料の価格高騰、円安進行など、依然とし
て先行き不透明な経済状況が続くものと想定しております。

そのような環境に対応していくため、重点施策として掲げた「ブランド力強化・MD改革
による荒利率の改善」「EC運営改善・DtoC強化によるEC売上の拡大」「売り方改革・売場改
革による店舗売上の回復」に継続して取り組み、その精度をさらに上げることで、安定成長
を目指します。
「ブランド力強化・MD力強化による荒利率改善」については、ikkaブランド力の強化を図

るため、「ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STORE」のリニューアルを今後も進めて
参ります。

また、商品面において直貿・直商流の更なる推進を図るとともに、雑誌掲載タイアップ販
促商品の生産数量増によるプロパー販売の強化を図ることにより荒利率の改善を図って参り
ます。
「EC運営改善・DtoC強化によるEC売上の拡大」については、専門人材の確保・育成に継

続して取り組み、自社EC運営基盤強化に向けた会員アプリのリニューアルを４月に予定し、
お客さまの利便性向上と会員の囲い込みに努めることにより、訪問数・購入者数・１人あた
りのアクティブ率を高め、売上拡大を図って参ります。
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「売り方改革・売場改革による店舗売上の回復」については、プロパー期の雑誌タイアッ
プ販促をメンズ商品にも対象範囲を広げることによる正価販売の拡大と、セール期間中の売
り方の見直し並びに店内の什器密度を高める改革を継続して図って参ります。更に、昨年か
ら取り組んでいる接客力強化として「声だし・接客ナンバーワン」を掲げて売上及び売上総
利益率の向上を図って参ります。

2025年２月期は、当期以上に消費環境の変化が予測されます。当社は変化に迅速に対応し、
お客さまから支持していただけるブランド・会社へと成長させることで、事業構造を改革し
て参ります。

⑹　主要な事業内容（2024年２月29日現在）
当社グループは、紳士衣料､ 婦人衣料､ 子供衣料、服飾雑貨、生活雑貨並びに関連商品の

小売販売を行っております｡

⑺　主要な営業所及び従業員の状況（2024年２月29日現在）
①　当社グループの主要な営業所
　 　営業店舗数は、１都１道２府40県にまたがり、日本国内で店舗展開しております。
　 　分布状況は次のとおりです。

区分
地区 ikka LBC 合　　計

北 海 道 ・ 東 北 30 ― 30
関 東 40 14 54
中 部 25 2 27
近 畿 27 4 31
中 国 ・ 四 国 16 ― 16
九 州 18 ― 18

合 計 156 20 176

②　従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

319名 27名減 47.4歳 17.3年
（注） 1.  上記従業員の他に、パートタイマーは最近１年間の平均で453名（但し、１日８時間換算による）

おります。
 2.  従業員数にはイオン㈱及びその関係会社等への出向者31名を含んでおり、イオン㈱及びその関

係会社等からの受入出向者11名を含んでおりません。
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⑻　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　 　当社の親会社はイオン㈱であります。同社は当社株式を19,744,306株（うち、間接所有

分は1,022,074株）保有しており、出資比率は71.5％（うち、間接所有分は3.7％）であります。

②　親会社等との取引に関する状況
　　当社は、イオン㈱を親会社とし、同社を中心とする企業集団に属しております。
　　1）当該取引をするに当たり当社の利益を害さないよう留意した事項
  　当社は、イオン㈱の子会社であるイオンリテール㈱等から店舗の賃借をしておりま

す。取引を実施するに当たっては、一般的な取引と同様に市場相場に基づき交渉のう
え、合理的な判断に基づき決定しております。

　　2） 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての当社の取締役会の判断および
理由

  　当該取引に当たっては、法令、社内規程に基づき、取締役会における議論を経て、
取引条件が一般的な取引と同等であることを確認のうえ、実施の可否を決定しており、
当社取締役会は当社の利益を害することはないと判断しております。

　　3）取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
 　該当事項はありません。

③　子会社の状況
名　　　　　　　　　称 住所 当社の出資比率 主な事業内容

BLUE GRASS（SHANGHAI）CO.,LTD. 中国　上海 100％ 商品供給事業

⑼　主要な借入先及び借入額（2024年２月29日現在）
該当事項はありません。
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２．株式に関する事項
⑴　発行可能株式総数� 30,000,000株

⑵　発行済株式の総数� 27,711,028株 （自己株式86,881株を含む）

⑶　当事業年度末の株主数� 10,120名

⑷　大株主
株　　　　　　　主　　　　　　　名 持　　株　　数 持　株　比　率

イ オ ン 株 式 会 社 18,722,232株 67.77％
マ ッ ク ス バ リ ュ 西 日 本 株 式 会 社 535,355 1.94
イ オ ン フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス 株 式 会 社 485,255 1.76
コ ッ ク ス 社 員 持 株 会 381,725 1.38
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 301,654 1.09
コ ッ ク ス 共 栄 会 287,502 1.04
Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 282,300 1.02
M O R G A N  S T A N L E Y & C O . L L C 266,100 0.96
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 209,000 0.76
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY510499 177,700 0.64

（注） 持株比率は、自己株式（86,881株）を除いて計算しております。
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３．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況　（2024年２月29日現在）

氏　　　　名 地 位 及 び 担 当 重要な兼職の状況

三 宅 英 木 代表取締役社長
兼　デジタル推進本部長 ―

山 岡 良 司 取締役　販売・店舗開発管掌 ―
福 崎 晴 康 取締役　商品・事業開発管掌 ―

三 浦 隆 司 取締役
イオン㈱専門店担当責任者
㈱メガスポーツ取締役
㈱ジーフット取締役
メガペトロ㈱取締役

若 林 　 泰 取締役
㈱ヴィジオ代表取締役
AFSコーポレーション㈱監査役
イオン・アリアンツ生命保険㈱監査役

湯 澤 美 和 取締役
㈱AWA代表取締役
ハンタージャパン㈱
VPFinance&OperationAPAC

酒 井 慶 美 常勤監査役 ㈱メガスポーツ監査役
長 谷 部 　 　 　 啓 監査役 ―

米 満 昭 弘 監査役 イオン㈱関連企業部長
㈱メガスポーツ監査役

村 上 竹 司 監査役
イオン㈱専門店担当付
ブランシェス㈱取締役
R.O.U㈱取締役
イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド㈱監査役

（注） 1.  2023年５月24日開催の第50期定時株主総会において、取締役藤原信幸氏が任期満了により退任
し、三浦隆司氏が取締役に就任いたしました。

 2. 社外取締役若林泰、同湯澤美和は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
 3.  常勤監査役酒井慶美、監査役長谷部啓は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
 4.  当社は、社外取締役若林泰、同湯澤美和及び常勤監査役酒井慶美、社外監査役長谷部啓を東京

証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
 5.  監査役長谷部啓氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。

⑵　取締役及び監査役の報酬等
取締役の報酬限度額は、2021年５月25日開催の第48期定時株主総会において、年額２億円

以内（このうち、金銭による報酬額として役員賞与を含めて年額１億7,000万円以内、株式報
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酬型ストックオプション公正価値分として年額3,000万円以内）とすることを決議いただいて
おります。監査役の報酬限度額は、1990年５月12日開催の第17期定時株主総会において、年
額3,000万円以内と決議いただいております。

■当社の取締役が受ける個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬委員会で協議

のうえ取締役会に答申することにより、プロセスの客観性、透明性の高いものとしており、以
下の方針を2021年３月25日開催の取締役会において決議いたしました。

①　当社取締役報酬制度の基本的な考え方
1） 当社の経営理念である「お客さまのファッションやライフスタイルを彩る、本質的な

ゆたかさを提供し続ける」を実践し、またSDGsにも積極的に取り組むとともに、業績
向上に寄与する経営戦略遂行を強く動機づけできる報酬制度とする。

2） ステークホルダー（お客さま、株主さま、従業員等）により納得され支持される、透
明性・公正感が高い報酬制度とする。

②　取締役の報酬等の決定プロセス
1） 取締役の報酬等の額は2007年５月17日第34期定時株主総会第５号議案にて金銭による

報酬額として従来の役員業績報酬部分を含めて年額１億7,000万円以内とすることで承
認可決されており、当該株主総会決議により授権された範囲において取締役会にて決
定する。

2） また、各取締役個別の報酬の決定については、取締役会決議により委任を受けた代表
取締役社長が、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当部門の業績を踏まえた評
価配分案を作成し決定する。

③　取締役の報酬等の構成及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 　業務執行取締役の報酬は、以下のとおり基本報酬（月額報酬）と業績報酬、株式報酬型
ストックオプションにより構成される。また、社外取締役の報酬は基本報酬のみとし、業
務の執行をせず社外取締役に該当しない取締役には、取締役としての報酬は支給しない。
1）  基本報酬
　　 役位別に設定した基準額内で、個別評価に基づき定めた金額を月例の固定報酬として

支給する。
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2） 業績報酬
  　会社業績報酬及び個人別業績報酬で構成される。業績報酬の支給率は、期首に設定し
た目標達成時に基準金額の100％を支給するものとし、当該年度の会社業績および個人別
評価に基づき０％から200％の範囲で変動させる。なお、業績報酬は、毎年一定の時期に
支給する。

3） 株式報酬型ストックオプション（非金銭報酬）
 　a.  当社は、株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず

株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値
増大への意欲や志気を高めることを目的に、常勤取締役に対し株式報酬型ストック
オプションとして新株予約権を割り当てる。

 　b.  新株予約権の目的となる付与個数については、取締役会において役位別基準金額に
対して当該年度の業績に基づき決定する。

 　c.  新株予約権は、毎事業年度一定の時期に付与される。
4） 業績報酬に係る指標の内容
  　業績報酬の支給に係る指標は、総合的な収益力を表すものとして、連結経常利益の達
成水準を主な指標とし、連結当期純利益、連結営業利益の予算達成率及び各利益の昨年
比増減並びにその内容等を考慮する。株式報酬型ストックオプションの支給に係る指標
は、付与年度の経常利益が公表数値を達成した場合は全数を、達成率が「80％未満」の
場合は半数を付与するものとする。また、付与年度の経常利益が赤字の場合は付与しな
い。

5） 業績報酬に係る指標の目標及び実績について前事業年度における連結経常利益は13億
96百万円となり、期初に設定した目標連結経常利益を上回る結果となりました。

④　各報酬等の額の取締役個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 　代位別の基本報酬、業績報酬及びストックオプション（非金銭報酬）の報酬総額に占め
る割合は、以下を基本方針とする。
1）  報酬等の種類ごとの比率の目安は、60％から68％程度を基本報酬、25～30％程度を業

績連動金銭報酬、６％から10％程度を株式報酬型ストックオプション報酬としている。
2） なお、総金銭報酬（基本報酬＋業績連動金銭報酬）に占める業績報酬のウェイトは、

30％程度とし、上位役位ほどその割合を高めることとしている。
 　上記の方針に則った審議を経て、2023年５月24日開催の取締役会での委任を受けた代表取締
役社長三宅英木が決定いたしました。
 　この権限を委任した理由は、当社全体業績を勘案し、各取締役の評価を行うには、代表取締
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役社長の同氏への委任が適していると判断したためです。
 　また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会の答申
を経て、代表取締役社長が個人別報酬の決定において考慮した事項が、決定方針に沿うもので
あったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人
別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しており
ます。

■監査役の報酬等
監査役の報酬等は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務分担等を勘案し、監査役の協議に

より決定しており、職責に応じた基本報酬のみを支給しております。

⑶　取締役及び監査役に対する報酬等の総額

区　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる

役員の員数（名）基本報酬 業績報酬 株式報酬型
ストックオプション

取　締　役
（うち社外取締役）

73,468
（9,600）

54,270
（9,600）

16,200
（―）

2,998
（―）

５
（２）

監　査　役
（うち社外監査役）

15,600
（15,600）

15,600
（15,600）

―
（―）

―
（―）

２
（２）

合　計
（うち社外役員）

89,068
（25,200）

69,870
（25,200）

16,200
（―）

2,998
（―）

7
（４）

（注） 1.  期末現在の人員数は取締役６名、監査役４名であります。なお、上記の支給人員との相違は、
無報酬の取締役１名、監査役２名がそれぞれ存在していることによるものであります。

 2. 当社には使用人を兼務している取締役はおりません。
 3.  取締役の報酬限度額は、2021年５月25日開催の第48期定時株主総会において、年額１億７千万

円以内（うち、社外取締役分として年額３千万円以内）とし、株式報酬型ストック・オプショ
ン分については年間440個（44,000株以内）と決議いただいております。

 4.  監査役２名は社外監査役であります。
 5.  監査役の報酬限度額は、1990年５月12日開催の第17期定時株主総会において、年額３千万円以

内と決議いただいております。
 6.  役員ごとの報酬等の総額等
  報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
 7. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
  該当事項はありません。
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株主総会決議に関する事項

役員区分 株主総会
決議日

基本報酬ならびに
業績報酬

株式報酬型
ストックオプション

当該定時株主総会終結
時点の員数

取締役 2021年５月25日
（第48期定時株主総会）

年額１億７千万円以内
（うち社外取締役：基本
報酬のみ３千万円以内）

44,000株以内
（社外取締役付与なし）

７名
（うち社外取締役２名）

監査役 1990年５月12日
（第17期定時株主総会）

基本報酬のみ
年額３千万円以内 ― ３名

⑷　責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役若林泰氏、同湯澤美和氏との間には、定款第28条に基づき、会社法第

423条第１項の責任について法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結してお
ります。社外監査役長谷部啓氏との間には、定款第37条の規定に基づき、会社法第423条第
１項の責任について法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。

⑸　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社の親会社であるイオン㈱は、保険会社との間で複数のグループ会社の役員全員を被保

険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、
当社はその１社として保険料の一部を応分負担しております。今後、当該契約は継続、更新
される予定であり、各候補者が取締役および監査役に選任され就任した場合は、当該契約の
被保険者となります。

当該契約は、第三者及び当社に対する取締役・監査役の損害賠償責任のうち、被保険者が
負担することになる損害賠償金・争訟費用等に関する損害を填補の対象としており、故意ま
たは重過失に起因する場合は填補されません。

⑹　社外役員に関する事項
①　社外役員の状況及び当期における主な活動状況等
　 　社外取締役　若林　　泰氏
　　　 同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
　　　 当期における主な活動状況として、当事業年度に開催した取締役会16回中16回出席

し、長年の財務経理部門の経験に加え、三菱商事㈱の投資企業６社へ経営幹部として
派遣された豊富な職務経験、特に一般消費者を顧客とする事業会社での経営経験と知
識により、議案、審議等に関して必要な発言を適宜行っております。
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　 　社外取締役　湯澤　美和氏
　　　 同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
　　　 当期における主な活動状況として、当事業年度に開催した取締役会16回中16回出席

し、国内海外両方の経営スタイルの経験や多様な環境で得た豊富な知見により、当社
のダイバーシティ経営の推進及び、内部統制構築に関して議案、審議等に関して必要
な発言を適宜行っております。

　 　社外監査役　酒井　慶美氏
　　　 同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
　　　 同氏は、当社の常勤監査役であります。
　　　 当期における主な活動状況として、当事業年度に開催した取締役会16回中16回、監査

役会13回中13回出席し、グループ会社の営業本部長、内部監査室長、商品部長等とし
て培った豊富な経験と高い見識に基づき、議案、審議等に関して必要な発言を適宜行
っております。

　 　社外監査役　長谷部　啓氏
　　　 当期における主な活動状況として、当事業年度に開催した取締役会16回中16回、監査

役会13回中13回出席し、税務の専門家としての豊富な経験と知識に基づき、議案、審
議等に関して必要な発言を適宜行っております。

②　社外役員の報酬等の総額及び親会社又は当該親会社の子会社からの役員報酬等の総額

人　　　数 報酬等の額
親会社又は当該
親会社の子会社

からの役員報酬等
摘　　　要

社外役員の報酬等
の総額等 ４名 25,200千円 ―千円 ―

４．会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の名称　　　　有限責任監査法人トーマツ

⑵　会計監査人の報酬等及び監査役会が同意をした理由
当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 38,500千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 38,500千円

（注） 1.  監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取
を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前事業年度における職務執行状況や報酬見積
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もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第１項の同意を行っております。

 2.  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

 3.  当社の子会社であるBLUE GRASS（SHANGHAI）CO.,LTD.は、当社の会計監査人以外の
監査法人の監査を受けております。

⑶　責任限定契約に関する事項
当社は、会計監査人との間に、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結し

ておりません。

⑷　解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任理由を報告いたします。

５．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　 職務の執行にあたっては、グループ共有の行動規範である「イオン行動規範」および当
社が定める「コックス行動規範」、「コックスビジネス行動指針」を行動の基本とし、法
令若しくは定款の違反を未然に防止する。

②　 当社は、取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制を採っている。
③　 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則に則り、経営上の重要事

項の決議を行い、報告を受ける。業務執行取締役は、３か月に１回以上自己の職務の執
行状況を取締役会に報告する。また、取締役の職務執行の法令・定款への適合性につい
ては、取締役相互で監視し合う他、監査役会による監査を受ける。

④　 当社は、監査役による監査の実効性を確保するため、社外監査役を選任するとともに、
定期的に監査役会を開催し取締役から業務の執行状況の報告を受ける。

⑤　 当社は、内部統制全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とし、常勤監査
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役が参加する内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、内部統制担当責任者を指
名し、各業務部門の長が適宜参画し、その事務局を総務担当部門に置く。内部統制委員
会は、内部統制のシステム構築のために規程・マニュアル類の整備や実務的対応策を策
定し、所定の手続きにより承認を得て、各業務部門に展開する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　 取締役会、経営会議並びに重要な会議については、取締役会規則その他社内規程に従い

適切に記録、保存及び管理を行なう。
②　 会社情報の正確かつ適切な開示を重視し、開示における社内体制を整備する。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　 災害、環境、コンプライアンス等に係るリスクについては、内部統制委員会の実務的対

応策の策定を受け、それぞれの担当業務部門にて規則・ガイドラインの制定、研修の実
施、マニュアルの作成・配付等により全従業員に周知させ徹底を図る。

②　 各業務部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行なう。各業務部門の長は、リス
ク管理の状況を内部統制委員会に定期的に報告する。

③　 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、一切の関係を遮断し、不
当要求に対しては、総務担当部門が中心となり、弁護士や警察等外部専門機関と連携
し、毅然とした姿勢で対応する。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　 取締役の職務の執行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則として月１回定期

的に開催し、また必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業
務執行状況の監督を行なう。

②　 業務の有効性と効率性を図る観点から、当社及び当社グループ経営に関わる重要事項に
ついては社内規程に従い、経営会議の審議を経て、取締役会において決定する。

③　 取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各業務部門の長らが迅
速に遂行しているが、あわせて内部牽制機能を確立するため、職務権限規程においてそ
れぞれの組織権限や実行責任者の明確化、適切な決裁手続きを定める。

④　 当社は、中期経営計画を立案すると同時に、年度ごとに方針及び予算を策定している。
各業務部門は、これを受けて部門方針と政策並びに予算を作成し、これに基づく月次の
業績管理を行なうとともに、四半期ごとに経営会議で部門政策の進捗管理を行う。
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⑸　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　 ステークホルダー及び地域社会との関係を構築するとともに、企業としての社会的責任

を果たすため、コンプライアンス管理規程を作成し、社内教育にも取り入れる。
②　 職場や業務で重大な倫理・コンプライアンス違反の事実、又はその疑いがある情報に接

した従業員等が、その情報をコンプライアンス担当部門に直接提供することができる内
部通報制度を構築し、事実の早期発見、対策、及び再発防止に努める。

③　 内部監査部門として経営監査室を設置しており、各部門の業務プロセス等を監査し、そ
の結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会にも定期的に報告することによ
り業務改善に努める。

⑹　�当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制

①　 親会社は、グループ会社向けの部門会議を定期的に開催し、法改正の動向・対応の検討、
業務効率化に資する対処事例の水平展開等を図っている。なお、具体的対応の決定は、
各社の事情に応じて各社が決定するものとしており、当社としては水平展開候補事例の通
知を受ける他、コンプライアンス遵守状況等に係る報告等を適宜受ける体制としている。

②　 親会社との賃貸借契約等の利益相反取引については、取締役会で投資採算等の審議を行
い、可及的に市場価格での取引として利益を損ねない方策を講じる。

③　 グループ会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他社会規範を遵守し行う。
④　 子会社においては、当社から役員を配置し、子会社を管理する体制とする。また、子会

社の担当取締役は定期的に業務及び取締役の職務の執行の状況を当社取締役会で報告す
るものとする。

⑤　 関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要
案件についての事前審議を行い、必要な管理を行う。

⑺　監査役補助者の独立性等、監査役監査の実効性を確保する体制
常勤監査役が監査計画案及び監査予算の策定、監査役会議事録作成等の業務を直接に実施

することにより、監査業務の独立性の確保に努める。ただし、監査役が補助する使用人を求
めた場合、補助業務をするものを配置する。

⑻　�取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告する
ための体制

①　 当社の取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、当社の取締役会等の重要な会議にお

― 25 ― ― 26 ―

010_0201301102405.indd   26010_0201301102405.indd   26 2024/04/22   20:37:582024/04/22   20:37:58



いて、適時担当する業務の執行状況又は監査の実施状況の報告をする。
②　 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等は、監査役会の定めると

ころに従い、次の事項につき監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
　　1）当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
　　2）当社の内部監査を担当する部門の活動状況
　　3）当社の重要な会計方針、会計基準並びにその変更
　　4）重要開示事項の内容
　　5）重要な会議議事録並びに業務文書
　　6）当社に重大な損失が発生する可能性が生じた事実
　　7）その他監査役が必要とする情報

⑼　�前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
当社は子会社も含め全使用人に対し、内部通報制度を周知し運用しており、前号の報告を

したことを理由に報告者が不利な取り扱いを受けないための対応を採る。なお、通報内容が
監査役の職務の執行に必要な範囲である場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は
速やかに監査役に通知する。

⑽　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役

の職務執行に必要でないと認められない場合を除き、速やかに処理する。

⑾　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役及び取締役、並びに監査法人と、会社の課題、リスク、監査環境の

整備、監査上の課題について、必要に応じ意見の交換を行うものとする。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
⑴　 取締役の職務執行にあたっては、「イオンの基本理念」に則り、当社が定める「コックス

行動規範」、「コックスビジネス行動指針」を行動の基本とし、法令若しくは定款の違反を
未然に防止しております。

⑵　取締役会を16回開催し、経営上の重要事項の決議や報告を行っております。
⑶　 監査役は、取締役会や経営会議などの重要な会議に出席し、議案、審議等に関して、適宜

発言しております。また、監査役会を13回開催し、監査に関する重要な事項の報告を受け、
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協議を行っております。更に、会計監査人や内部監査部門と積極的に情報交換し、当社の
業務の適正を確保する体制を確認しております。

⑷　 当社は、内部統制全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とし、常勤監査役
が参加する内部統制委員会を設置しております。当委員会を月１回開催し、現状の内部統
制の状況に関する報告と早期の問題事案の把握に努めております。

（注） 事業報告の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しており、比率は四捨五入により表示して
おります。
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（2024年２月29日現在）
１．連結貸借対照表

（単位：千円）
科　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
[流　動　資　産] ［� 6,788,743］ ［流　動　負　債］ ［� 3,154,162］

現 金 及 び 預 金 2,935,899
売 掛 金 40,023
売 上 預 け 金 459,987
棚 卸 資 産 1,673,647
未 収 入 金 102,731
関 係 会 社 預 け 金 1,500,000
そ の 他 77,090
貸 倒 引 当 金 △636

[固　定　資　産] ［� 5,044,513］
（有形固定資産） （� 197,506）

建 物 及 び 構 築 物 101,954
器 具 備 品 83,001
そ の 他 12,550

（無形固定資産） （� 98,957）
ソ フ ト ウ ェ ア 98,957

（投資その他の資産） （� 4,748,049）
投 資 有 価 証 券 2,915,220
長 期 前 払 費 用 2,846
差 入 保 証 金 1,678,530
退 職 給 付 に 係 る 資 産 152,462
そ の 他 500
貸 倒 引 当 金 △1,509

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 818,511
電 子 記 録 債 務 672,322
未 払 金 522,824
未 払 法 人 税 等 272,006
未 払 費 用 359,640
賞 与 引 当 金 240,248
役 員 業 績 報 酬 引 当 金 26,186
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 14,417
ポ イ ン ト 引 当 金 4,655
契 約 負 債 9,264
資 産 除 去 債 務 2,575
預 り 金 18,216
未 払 消 費 税 168,942
そ の 他 24,350

［固　定　負　債］ ［� 1,066,531］
繰 延 税 金 負 債 374,835
資 産 除 去 債 務 691,696
負 　 債 　 合 　 計 4,220,693

（純 資 産 の 部）
［株　主　資　本］ ［� 6,335,530］
（資 本 金） (� 4,503,148）
（資 本 剰 余 金） (� 5,352,136）
（利 益 剰 余 金） (� △3,482,692）
（自 己 株 式） (� △37,061）

［その他の包括利益累計額］ ［� 1,274,033］
（その他有価証券評価差額金） 1,026,492
（為 替 換 算 調 整 勘 定） 46,948
（退職給付に係る調整累計額） 200,592

［新 株 予 約 権］ ［� 2,998］
純　資　産　合　計 7,612,563

資 　 産 　 合 　 計 11,833,257 負債・純資産合計 11,833,257
（注）  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ ）自　2023年３月１日
至　2024年２月29日

２．連結損益計算書

（単位：千円）
科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

売 上 高 14,885,916
売 上 原 価 5,555,038
売 上 総 利 益 9,330,877

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,131,781
営 業 利 益 1,199,096

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 84,297
為 替 差 益 114,641
雑 収 入 9,540 208,480

営 業 外 費 用
支 払 利 息 74
店 舗 事 故 損 失 2,591
助 成 金 返 還 損 8,442
雑 損 失 42 11,151
経 常 利 益 1,396,424

特 別 利 益
損 害 補 償 金 6,628
雇 用 調 整 助 成 金 233 6,861

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 2,596
災 害 に よ る 損 失 5,188
減 損 損 失 4,084 11,870
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,391,416
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 323,768
法 人 税 等 調 整 額 △74,563 249,205
当 期 純 利 益 1,142,210
親会社株主に帰属する当期純利益 1,142,210

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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３．連結株主資本等変動計算書

（ ）自　2023年３月１日
至　2024年２月29日

（注）  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）
株　　　　　　　　　主　　　　　　　　　資　　　　　　　　　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,503,148 5,353,945 △4,624,903 △41,736 5,190,454

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 1,142,210 1,142,210

自 己 株 式 の 取 得 △18 △18

自己株式の処分（新株予約権の行使） △1,809 4,693 2,884

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― △1,809 1,142,210 4,674 1,145,076

当 期 末 残 高 4,503,148 5,352,136 △3,482,692 △37,061 6,335,530

（単位：千円）
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 為替換算

調整勘定
退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額等合計

当 期 首 残 高 948,281 △14,506 39,744 98,101 1,071,620 2,873 6,264,947

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 1,142,210

自 己 株 式 の 取 得 △18

自己株式の処分（新株予約権の行使） △2,873 11

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額） 78,211 14,506 7,203 102,491 202,413 2,998 205,412

当 期 変 動 額 合 計 78,211 14,506 7,203 102,491 202,413 125 1,347,615

当 期 末 残 高 1,026,492 ― 46,948 200,592 1,274,033 2,998 7,612,563
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（2024年２月29日現在）
１．貸 借 対 照 表

（単位：千円）
科　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
［流　動　資　産］ ［� 6,729,256］ ［流　動　負　債］ ［� 3,153,545］

現 金 及 び 預 金 2,879,732
売 掛 金 39,825
売 上 預 け 金 459,987
商 品 1,672,080
貯 蔵 品 1,566
前 払 費 用 57,413
未 収 入 金 100,069
関 係 会 社 預 け 金 1,500,000
そ の 他 19,216
貸 倒 引 当 金 △636

［固　定　資　産］ ［� 4,944,220］
（有形固定資産） （� 196,440）

建 物 101,954
器 具 備 品 81,935
そ の 他 12,550

（無形固定資産） （� 98,957）
ソ フ ト ウ ェ ア 98,957

（投資その他の資産） （� 4,648,822）
投 資 有 価 証 券 2,915,220
出 資 金 500
関 係 会 社 出 資 金 82,855
長 期 前 払 費 用 2,846
差 入 保 証 金 1,677,706
貸 倒 引 当 金 △1,509
投 資 損 失 引 当 金 △28,796

支 払 手 形 552
買 掛 金 817,958
電 子 記 録 債 務 672,322
未 払 金 526,897
未 払 法 人 税 等 267,635
未 払 費 用 359,321
賞 与 引 当 金 240,248
役 員 業 績 報 酬 引 当 金 26,186
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 14,417
契 約 負 債 9,264
ポ イ ン ト 引 当 金 4,655
資 産 除 去 債 務 2,575
預 り 金 18,216
未 払 消 費 税 等 168,942
そ の 他 24,350

［固　定　負　債］ ［� 1,114,662］
退 職 給 付 引 当 金 94,631
繰 延 税 金 負 債 328,334
資 産 除 去 債 務 691,696
負 　 債 　 合 　 計 4,268,207

（純 資 産 の 部）
［株　主　資　本］ ［� 6,375,777］
（資 本 金） （� 4,503,148）
（資 本 剰 余 金） （� 5,352,136）

資 本 準 備 金 2,251,574
そ の 他 資 本 剰 余 金 3,100,561

（利 益 剰 余 金） （△3,442,445）
そ の 他 利 益 剰 余 金 △3,442,445

繰 越 利 益 剰 余 金 △3,442,445
（自 己 株 式） （� △37,061）

［評価・換算差額等］ ［� 1,026,492］
（その他有価証券評価差額金） （� 1,026,492）

［新 株 予 約 権］ ［� 2,998］
純　資　産　合　計 7,405,269

資 　 産 　 合 　 計 11,673,476 負債・純資産合計 11,673,476
（注）  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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２．損 益 計 算 書

（ ）自　2023年３月１日
至　2024年２月29日 （単位：千円）

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額
売 上 高 14,877,566
売 上 原 価 5,555,038
売 上 総 利 益 9,322,527

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,128,389
営 業 利 益 1,194,138

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 84,248
為 替 差 益 120,102
雑 収 入 9,540 213,891

営 業 外 費 用
助 成 金 返 還 損 失 8,442
店 舗 事 故 損 失 2,591
雑 損 失 1,271 12,305
経 常 利 益 1,395,724

特 別 利 益
損 害 補 償 金 6,628
雇 用 調 整 助 成 金 233 6,861

特 別 損 失
減 損 損 失 4,084
災 害 に よ る 損 失 5,188
固 定 資 産 除 売 却 損 2,596 11,870
税 引 前 当 期 純 利 益 1,390,715
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 323,768
法 人 税 等 調 整 額 △78,906 244,862
当 期 純 利 益 1,145,853

（注）  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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３．株主資本等変動計算書

（ ）自　2023年３月１日
至　2024年２月29日 （単位：千円）

株　　　　　　　　　主　　　　　　　　　資　　　　　　　　　本

資本金
資　　本　　剰　　余　　金

利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 4,503,148 2,251,574 3,102,370 5,353,945 △4,588,298 △4,588,298 △41,736 5,227,058

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,145,853 1,145,853 1,145,853

自 己 株 式 の 取 得 △18 △18

自己株式の処分（新株予約権の行使） △1,809 △1,809 4,693 2,884

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― △1,809 △1,809 1,145,853 1,145,853 4,674 1,148,718

当 期 末 残 高 4,503,148 2,251,574 3,100,561 5,352,136 △3,442,445 △3,442,445 △37,061 6,375,777

（単位：千円）
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 948,281 △14,506 933,774 2,873 6,163,706

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,145,853

自 己 株 式 の 取 得 △18

自己株式の処分（新株予約権の行使） △2,873 11

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純額） 78,211 14,506 92,718 2,998 95,717

当 期 変 動 額 合 計 78,211 14,506 92,718 125 1,241,563

当 期 末 残 高 1,026,492 ― 1,026,492 2,998 7,405,269

（注）  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　

2024年４月９日
株式会社　コックス
　取　締　役　会　御中  

有限責任監査法人　ト ー マ ツ
 東　京　事　務　所

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 中 康 宏

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 片 山 行 央

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社コックスの2023年３月１

日から2024年２月29日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な
事項及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社コックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・ 　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以　上
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会計監査人の監査報告書　

2024年４月９日
株式会社　コックス
　取　締　役　会　御中  

独立監査人の監査報告書

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社コックスの2023年

３月１日から2024年２月29日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書

（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 中 康 宏

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 片 山 行 央

有限責任監査法人　ト ー マ ツ
 東　京　事　務　所
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告書　

　当監査役会は、2023年３月１日から2024年２月29日までの第51期事業年度の取締役の職務執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役の全員が一致した
意見として、本報告書を作成し以下のとおり報告致します。

1. 　監査役及び監査役会の監査方法及びその内容
（1 ）監査役会は、監査の方針、職務分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2 ）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の実施基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 　取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

② 　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査基準に準拠し、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロ
の判断および理由については、取締役会他における審議の状況等を踏まえ、その内容に
ついて検討を加えました。

④ 　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（2021年11月19日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結個別注
記表）について検討いたしました。

監　査　報　告　書
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2. 　監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

④　 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうか
についての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査方法及び結果は相当であると認めます。

2024年４月10日

以　上

株式会社コックス監査役会
常 勤 監 査 役

（社外監査役） 酒 井 慶 美 ㊞

社 外 監 査 役 長谷部　　　啓 ㊞

監 査 役 米 満 昭 弘 ㊞

監 査 役 村 上 竹 司 ㊞
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株主総会会場ご案内図

場 所 東京都千代田区神田練塀町３
富士ソフトアキバプラザ５階　アキバホール

（050）3000―2741

交通機関 ・JR・秋葉原駅中央改札口より徒歩２分
・つくばエクスプレス線・秋葉原駅Ａ３出口より徒歩１分
・東京メトロ日比谷線・秋葉原駅２番出口より徒歩３分
・東京メトロ銀座線・末広町駅１番出口より徒歩８分
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